
今金町では、給付金の支給対象と思われる
方ハ4月卜細い取請翠力竺右緊洪

※
 

臨時福祉給付金
（経済対策分）

平成26年4月に実施した
消費税率弓l上げに伴う
所得の少ない方への影響を緩和します。

申請書を

支給対象者

平成28年度臨時福祉給付金
(3千円）の支給対象者の方

O給付金を受け取るためには、申請が

必要です。

O申請先は、昨年（平成28年） 1月

1日時点でお住まいの市町村です。

〇申請受付期間について、今金町では

4月25日より8月1・0日までです。

（土日祝日を除く8:30-17:15)
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今金町の給付金窓口

今金町総合福祉施設 としべつ内

保健福祉課総務グループ

電話 ：0137-82-2780 

('!: 厚生労［動貧



平成28年度臨時福祉給付金 (3千円）の支給対象者の方

の
「平成28年度臨時福祉給付金 (3千円）

支給対象者」とはどのような人ですか？

平成28年度臨時福祉給付金 (3千円）の
支給対象者に該当しますが
実際には受給していません。
今回の給付金の支給対象者になりますか？

自分に住民税が課税されているかどうか、
どうすれば分かりますか？

，.． 

住民税が課税されない所得水準の目安
（非課税限度額）を教えてください。

1人につき 15,000円

A. 平成28年度分の住民税が課税されていない方です。
（ただし、住民税において課税者の扶養親族等になっている
方や、
生活保護の受給者である方などは除きます。）

A. 支給対象者になります。
平成28年度臨時福祉給付金 (3千円）を
実際に受給したか否かは問いません。

A例えば、
●ご自身の給与支給明細書の「住民税」の項目に
課税額が記載されている場合

●ご自身の給与や年金の収入が非課税限度額を
超える場合には、基本的に住民税が課税されています。

A. お住まいの地域や扶養親族等の人数によって
異なりますが、例えば、東京都23区にお住まいの単身者の
場合、

給与収入で100万円、年金収入で155万円になります。
※年金収入は65歳以上の場合

※支給は1回です。

0臨時福祉給付金（経済対策分）を受け取るためには、 市町村I¥申請が必要です。

O申請先は、 昨年（平成28年） 1月1日時点で住民票がある市町村です。
（平成28年以降に引越をしていなければ、基本的に現在お住まいの市町村が申請先になります）

〇―1翫支1可翔II Iや iJ!~,,;e]O)人ヂ万； tは、打市切村（こょっc異なります。
≪今金町の場合≫
申請受付期間 ⇒平成29年4月25日"-I8月 10日まで
申請書入手方法⇒ 支給対象と思われる方I¥、4月下旬に発送いたします。
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「厚生労働省給付金専用ダイヤル 0570-(\~7-t92」または、
「今金町保健福祉課 0137-82-2780」I¥お問い合わせください。


